
ストップ・リニア！訴訟第２０回口頭弁論案内 

参考人意見に対する反論、原告側証人の意見書提出 

期日：９月１０日（金） 

時間： 午後３時～ 

（開廷時間） 

集合： 午後２時１５分  

  (東京地方裁判所前) 
昨年１２月、ストップ・リニア！訴訟 

について東京地裁は中間判決として原告の３分の１にあたる５３２名の原告適格を認めな

い不当判決を出しました。これに対し原告側は適格を除外された１６７名が原告となって

東京高裁に控訴（上訴）しました。東京地裁では今年５月１１日に市原義孝裁判長に対し私

たちは更新弁論を行い、中間判決の不当性や誤りを指摘し、リニアの安全性や南アルプスの

環境保全という本来の提訴理由を改めて訴えました。 

東京地裁のストップ・リニア！訴訟は第二段階に入りますが、原告側証人の申請や専門家

の意見書の提出を求め、ますます行き場がなくなったリニア新幹線の工事の認可について

裁判長が適切な判断を下すよう訴訟を進めて行く予定です。 

＜９月１０日の行動予定＞     

 

合せ：０９０－３９１０  

１４：１５ 東京地裁前地裁前集会 

１４：４０ 傍聴券抽選 

１５：００ 開廷（１０３号法廷） 

１６：００ 院内報告集会 

本日の裁判内容報告 

記念講演 

『リニアが壊す南アルプス』 

 東京学芸大学名誉教授 

  小泉武栄さん    

１７：４５ 終了 

場所  衆議院第二議員会館１階 

     多目的会議室 

     多目的会議室  

（１５：１０～１階ロビーで入館証配布） 

 

 

 

 

東京地裁は、地下鉄丸ノ内線、千代田線 

Ａ１出口から徒歩１分です。 

 

ストップ・リニア！訴訟原告団事務局：問合せ ０８０-６５４５－８７８４ 橋本 
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← 

原告団山梨・静岡・長野

がまとめた 

調査報告書 

『リニアが壊す南アルプス 

エコパークはどうなる』 

証拠として地裁に提出 


